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研究要旨 

 乳幼児突然死症候群の診断においては、解剖による病理所見は必須とされている。乳幼児突

然死症候群の剖検組織を保管し、死因究明および原因究明のために多様な検査をおこなうこ

とは、乳幼児突然死症候群について新しい知見が得られる可能性があり、病態解明のためには

必要であると考えられる。しかし最近、乳幼児突然死例は、虐待による犯罪性を問題にされ、

司法解剖として扱われることが増加し、剖検組織の利用に制限がある。また一方で突然死の場

合は死亡状況や近親者の心情から、簡単に解剖の承諾をとることに困難をともなうのも事実

である。 

 乳幼児突然死の症例を診断するにあたり、大阪母子医療センターにおいて早期新生児死亡

例の剖検がどの程度死因および病態解明につながるのか、乳幼児突然死の症例を診断にどの

様に応用できるかを検討した。また内外問わず情報を収集し、乳幼児の突然死例を解剖できる

制度の構築(状況)について調査をおこなった。結果、全症例で死因につながる病態が明らかに

なり、約半数の症例でそれらの原因を解明することができた。その際に、全身解剖に加えて、

細菌培養検査、尿検査、全身 X線検査、遺伝子検査などの補助検査が診断の一助となった。臨

床・病理カンファレンスを通じて、臨床情報と剖検診断を、臨床医と病理医で詳細に検討する

ことが病態解明に重要で、乳幼児突然死症例にも応用できると考えられた。海外とは検死の制

度等異なるが、我が国でも成育基本法の成立によりチャイルドデスレビューなどの実施体制

が大きく進み、その一環として乳幼児の突然死例の解剖制度を組み入れる事も期待された。 
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A.研究目的 

 人口動態調査によると乳児の死亡原因と

して「乳幼児突然死症候群」は、平成２９年

度においては全国で７７人、平成３０年度

には８０名が亡くなっており、乳児の死亡

原因としては、先天奇形・変形および染色

体異常、周産期に特異的な呼吸障害等、不

慮の事故につぐ第４位である。 

 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）は「それ

までの健康状態および既往歴からその死亡

が予測できず、しかも死亡状況調査および

解剖検査によってもその原因が同定されな

い、原則として１歳未満の児に突然の死を

もたらした症候群」と定義され、解剖によ

る病理所見は必須とされている。将来的に

その解剖組織を一部保管し、新しい知見が

もたらされた際に再度検査をおこなうこと

ができれば、より正確な診断にたどりつく

ことができ、また組織検体の詳細な検討に

より乳幼児突然死症候群の病因そのものに

ついてもさらに新しい知見が得られる可能

性がある。しかし、現在では虐待による犯

罪性を問題されることが多く、乳児突然死

症候群である可能性が高くとも司法解剖と

して扱われることが増加し、訴訟と守秘の

観点から容易に剖検検体を利用することが

困難となっている。それ以外にも死亡状況

や近親者の心情から、簡単に解剖の承諾を

得ることに困難があるのも事実である。 

 突然死を含む、臨床診断がつかなかった

原因不明の早期新生児死亡症例について、

病理解剖を施行することによりどの程度死

因および病態が解明できるのか、乳幼児突

然死を診断するにあたり、どのようなこと

が応用できるのかを検討した。そして倫理

的な側面も考慮しつつ、解剖を可能にする

制度を構築するために、内外問わず幅広く

情報収集することにより、そのような制度

を可能にしていく方法を検討した。 

 

B.研究方法 

①原因不明の早期新生児死亡例の検討 

２００１年１月～２０１７年１２月まで

の１７年間に、大阪母子医療センター病理

診断科（以下当科）で剖検となった日齢０

〜６の早期新生児は３９例あり、その内臨

床的に死因不明の２２例（男１１例、女１

１例）を対象とし、検討した。 

各症例の剖検記録と診療録から得た情報

や所見を後方視的に、臨床病理学的に検討

した。 剖検記録とは、全例臨床・病理カン

ファレンス Clinico-Pathological Conferernce 

（CPC）を行った後に作成した報告書を指

す。 

当科では、剖検を行うにあたり、通常の

解剖に加え、全例に胎盤検査と全身 X線検

査を施行している。また必要に応じて、採

取組織による細菌およびウイルス培養、血

液学的検査、尿や胆汁を用いた先天代謝異

常検査、皮膚線維芽細胞培養による酵素活

性検査、胎盤の染色体検査や凍結検体を用

いた遺伝子検査などを施行した。 

 

②我が国の死因究明の状況、および乳児の

死因究明の状況について 

 種々の媒体を通じ我が国の死因究明の状
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況、および乳児の死因究明の状況を調査す

る。 

 

C.研究結果 

①原因不明の早期新生児死亡 22 剖検例の

検討 

○内訳 

症例は出生週数２２週６日～４１週３日

（中央値２８週２日）であった。出生体重

は４１７～３３０６g（中央値１７０７g）、

そのうち２５００g 未満の低出生体重児は

１７人で、うち１０００g 未満の超低出生

体重児は９人であった。各疾患の初発症状

のあった時期は出生直後から６日（中央値

０日）までで、死亡日は生後０～６日（中

央値１日）であった。 

 

○病理診断について 

 病理診断の内訳は、呼吸器疾患が最多で

８例、消化器疾患は５例、心血管疾患は４

例、感染症は３例、代謝性疾患は２例であ

った。SIDS と診断した症例はなかった。 

 呼吸器疾患８例の内訳は、超低出生体重

児・肺の未熟性と考えられた症例が３例、

肺低形成が２例、肺出血が２例、新生児遷

延性肺高血圧症が１例であった。 

 超低出生体重児・肺の未熟性と考えられ

た３症例は、出生週数は２２～２３週とい

ずれも超早産で、１０００g 未満の超低出

生体重児であった。２例が前期破水に加え

て児の一部が膣内に先進したため、１例が

胎児心拍異常により緊急帝王切開で出生し

た。１例は第一呼吸が確立せず死亡し、蘇

生により呼吸が確立できた２例は、肺出血

や遷延性肺高血圧症を併発して死亡したと

考えた。 

 肺低形成の症例では、組織上、肺胞の分

岐は正常であったが、肺/体重比=０．０１

０～０．０１２であったため、肺低形成と

診断した。２例とも胎児期からの胸腹水が

あり胎児水腫を認め、その治療中に死亡し

た。１例は組織上、小葉間隔壁などにリン

パ管拡張を認め、先天性肺リンパ管拡張症

(congenital pulmonary 

lymphangiectasis)と診断し、胎児水腫の原

因と考えたが、１例は原因の特定にいたら

なかった。 

 肺出血の２例では肉眼ないし組織上で、

肺にびまん性の出血を認め、死因と考えた。

１例では動脈管瘤が認められ、肺出血との

関連が疑われた。 

 新生児遷延性肺高血圧症の１例は、正期

産で分娩異常もなかったが、出生直後より

喘鳴があり、生後約 2 時間で心肺停止とな

った。組織上、末梢肺動脈の肥厚を認め遷

延性肺高血圧症と診断したが、その原因は

特定できなかった。 

 消化器疾患５例の内訳は、肝出血３例、

新生児壊死性腸炎２例であった。 

 肝出血のうち、２例は出生週数が２４～

２６週の超早産、超低出生体重児で、１例

は正期産で、Apgar score１(１分後)/２(５

分後)の新生児仮死であった。いずれも大量

出血で、死因と考えた。 

 新生児壊死性腸炎で死亡した症例は、い

ずれも出生週数２４～２６週の超早産で、
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超低出生体重児であった。便培養の結果で

は、それぞれ Bacillus sp.と Escherichia 

coli の関与が示唆された。 

 心血管疾患４例の内訳は、急性心筋梗塞

が２例、静脈管欠損症が１例、心内膜線維

弾性症が１例であった。 

 心筋梗塞の領域は、１例は左室全周、も

う１例は側壁から後壁と広く、心筋障害に

よる心不全が死因と考えられた。１例は前

下行枝に血栓を認め心筋梗塞の原因と考え

られた。もう１例では肺梗塞も認めること

から、静脈系の血栓が卵円孔を介して冠動

脈に及んだ可能性を考えたが、血栓自体は

確認できなかった。 

 静脈管欠損症では、重症胎児水腫を伴っ

ており、それが死因と考えた。酸素飽和度

の高い血液が卵円孔を介して左室へ流入せ

ず、低酸素となったこと、門脈を介して肝

臓に流入したことが胎児水腫の主な原因と

考えられた。 

心内膜線維弾性症は、心内膜に弾性線維に

よる線維性肥厚を認め診断し、それによる

心不全が死因と考えた。 

 感染症３例の内訳は、パルボウィルスＢ

１９感染症１例、細菌性肺炎(Escherichia 

coli)１例、細菌性髄膜炎が１例であった。 

 パルボウィルスＢ１９感染症では、重症

胎児水腫により、診断が確定する前に死亡

した。胎児貧血を認め、剖検後に母体の血

清でパルボウィルスＢ１９IgM が高値と判

明した。胎盤にて胎児赤芽球内の封入体が

確認され、病理的に感染を証明できた。 

 細菌性肺炎では、感染の局在は不明であ

ったが、剖検をすることで、組織上肺胞内

に Gram 陰性桿菌を認めたこと、肺組織擦過

培養で大腸菌が同定されたことで確定でき、

肺炎による呼吸不全が死因と考えられた。 

 細菌性髄膜炎は２１trisomyの児であり、

原因不明の脳全体に及ぶ大量出血と敗血症

で死亡していたが、組織上、脳幹部などに

好中球と組織球浸潤と Gram 陽性桿菌と球

菌が多数認められ、細菌性髄膜炎と診断し

た。 

 代謝性疾患２例の内訳は、１例は複合カ

ル ボ キ シ ラ ー ゼ 合 成 酵 素 欠 損 症

(Holocarboxylase synthetase 

deficiency)で、マススクリーニング、尿中

有機酸分析検査で疑われ、遺伝子検査で確

定した。肺出血を併発して死亡した。 

もう１例は肝腫大があり、組織学的に肝臓

のグリコーゲンおよび脂肪沈着を認め、先

天性代謝異常を疑がった。羊水培養による

酵素活性を測定したが、診断確定できなか

った。 

 

○突然死の経過をとった症例について 

 突然死の経過を示した症例は２例で、い

ずれも肺出血で、呼吸器疾患であった。い

ずれも剖検を施行することで死因が確定で

きた。どの症例も満期産で、出生体重２５

００g以上、Apgar score も１分、５分とも

に９点以上と出生直後は全く問題なかった

が、突然の心肺停止で、迅速な心肺蘇生を

行ったにもかかわらず反応せず、死亡した。 

 

○補助検査について 
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 通常の剖検以外に表に挙げたいずれかの

補助検査が診断に有用であった症例は６例

で、壊死性腸炎２例と細菌性肺炎には便、

組織培養を、パルボウィルスＢ１９感染症

には血清学的検査と胎盤検査を、静脈管欠

損には全身 X 線撮影(造影剤使用)を、複合

カルボキシラーゼ合成酵素欠損症は尿検査

と遺伝子検査を併用することにより、診断

の補助となった。 

 表. 当科の病理解剖の補助検査 

胎盤検査 

全身Ｘ線検査 

細菌培養検査（組織培養） 

ウイルス検査（凍結標本） 

染色体検査（胎盤、皮膚など） 

遺伝子検査（組織凍結標本の保存） 

血液、尿検査 

 

②我が国の死因究明の状況、および乳児の

死因究明の状況について 

○大阪府における乳幼児死亡について 

 大阪府においては近年、毎年１００人か

ら１５０人ほどの乳児の死亡がある。監察

医制度のある大阪市内では乳児死亡は毎年

３０人から５０人であるが、周産期死亡の

新生児や、先天性疾患等で死亡した乳児を

のぞくと、いわゆる異状死体としての乳児

死亡は大阪市内では乳児死亡数全体のおよ

そ３０％前後である。０〜４歳の乳幼児の

検案件数は平成２３年２件、平成２４年３

件、平成２５年５件、平成２６年以降は０

件の状態が続いている。 

 乳幼児の突然死は原則として解剖を行う

べきであるという考えは警察にも浸透し、

解剖は行われる傾向にあるが、児童虐待が

社会問題として大きく取り上げられており、

乳幼児の異状死体を見るとき、事件性はな

いだろうと判断されても、犯罪（虐待死）の

可能性が完全に否定できない限り乳幼児の

変死事件に関しては、明らかな先天性疾患

などを除き、ほとんどが司法解剖になって

いる現状があった。司法解剖となった以上

は、情報は隔離されることとなり、（刑事訴

訟法４７条：「訴訟に関する書類は、公判の

開廷前には、これを公にしてはならない。

但し、公益上の必要その他の事由があって

相当と認められる場合は、この限りでな

い。」）臨床あるいは病理の観点から、解剖

の組織所見を含めてお互いに議論できる環

境が少なくなるという問題が生じている。 

 乳幼児だけでなく一般に警察が取り扱う

死亡についても、我が国の死因究明制度は

他の先進国と比べて充実しているとは言い

がたいものであり、司法解剖５％、行政解

剖６％程度であり、それは地域によっても

大きく違いが見られる。解剖の種類によっ

ても違いがみられるが、監察医制度がある

地域では専従の法医が解剖をおこなうとさ

れ、監察医制度のない地域では大学の法医

学講座の教授らが講義を持ちながら行って

いる。２０１３年度、法医は全国に１５４

人という報告があり、人員面での不足も大

きな問題となっている。これは現在でも大

きな変化はないと思われる。２０１５年に

は青森県と鳥取県で法医学者がおらず司法
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解剖ができない事態にまで発展していた。 

 死因究明のために解剖率をあげるため、

司法解剖、行政解剖とはちがったいわゆる

新法解剖が平成２５年４月から施行された。

「警察などが取り扱う死体の死因・身元調

査に関する法」（死因・身元調査法）「死因

究明等の推進に関する法律」（死因究明等

推進法（平成24年成立、26年失効）がそれで

ある。これは、「警察署長は、取扱死体につ

いて、法人又は機関に所属する医師その他

法医学に関する専門的な知識経験を有する

者の意見を聴き、死因を明らかにするため

特に必要があると認めるときは、解剖を実

施することができる。」というものである。

解剖の承諾は必要としない。これらの法律

により死因究明の推進が期待されたが、施

行後の実態は、期待されたほどの解剖率の

向上や地域格差の改善は進まず、法的な枠

組みが変わっても、結局解剖医が足りず、

かつ偏在するという構造的問題が解消され

ていないことを判明させる結果となってい

た。しかし死因究明の重要性の認識よる国

の取り組みにより、警察庁の資料によると、

平成２５年（２０１３年）に警察が取り扱

った遺体１６万９０４７体のうちいわゆる

新法解剖によって解剖された遺体は１４１

８体であったが、平成２９年は取り扱い遺

体１６万５８３７体のうち新法解剖（死因・

身元調査法に基づく解剖）は２８４４体、平

成３０年では取り扱い遺体１７万１７４体

のうち新法解剖（死因・身元調査法に基づく

解剖）は３１０５体と徐々に増えつつある。 

 また、警察庁では、犯罪死の見逃しを防ぐ

ため、検視体制の強化等を行い２００９年

から法医学の専門教育を受けた事件性の有

無を判断する検視官（警察官）を増員、遺体

発見現場に立ち会う（臨場）ことを開始し、

増員前の臨場率：２００８年に全国平均１

４.１％から２０１４年には７２.３％、２

０１７年７８．９％、２０１８年８０．０％

となっている（検死官は３６０人）。しかし、

検視官は主に遺体の外見の観察や体温の測

定をして犯罪死かどうかを判断するため、

外見に異常がなければ、毒物や薬物投与を

見落とすこともあり、解剖しなければ死因

が判明しない場合もある。成人でさえ死因

究明は大きな課題である。 

 その他、国の取り組みとしては、文部科学

省では、死因究明等に関する教育の充実を

医学部等が設置されている大学に対し要請

するとともに、死因究明等を担う人材育成

や死因究明等に関する教育及び研究拠点整

備を推進するため、国立大学運営費交付金

や大学改革推進等補助金により国公私立大

学の取組を支援している。また厚生労働省

においても、都道府県の解剖や死亡時画像

診断の財政支援を実施している。令和元年6

月死因究明等の推進に関する法律が成立し

令和2年4月から施行される。また各都道府

県に死因究明等推進協議会が設置されはじ

めている。そのなかでは子どもが死亡した

場合におけるその死亡の原因に関する情報

の収集、管理、活用等の仕組み等も検討さ

れる事となっている。しかし、欧米のレベル

まで解剖率を向上させるためには、解剖医

及び解剖施設の絶対数を大幅に増加させる
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とともに、解剖による死因究明の必要性に

ついてまだまだ国民的な認識の向上を図る

必要がある。 

 

○死因究明のための活動 

 米国など多くの先進諸国では、子どもの

死亡全例に関して情報を収集し、予防でき

る死亡を考えていくという制度があり、そ

れに関する法律が制定されている。 

（参考；米国のＳＩＤＳ研究所のホームペ

ージでは、ＳＩＤＳ研究所とMiami-Dade 

Chief Medical Examinerが協力して、死亡

した幼児から組織を得ることを可能にする

インフラを整備するためにSUID (Sudden 

Unexpected Infant Death)  Tissue 

Consortiumをたちあげたとある。このコン

ソーシアムには、メリーランド州のいくつ

かの検診官とNICHD（National Institute 

of Child Health and Human Development: 

国立小児保健発達研究所）脳・組織バンク

からの資金提供があり、突然死亡する幼児

のすべての親に面会し、研究のために組織

を寄付する機会を提供することが目的とさ

れている。） 

 米国では日本と違い法医、病理医として

専門の研修を受けた医師であるmedical 

examinerが存在し、警察から独立した死因

究明機関の長等として、死体に対する調査

権を有し、その権限および専門的知見に基

づいて、死因究明の責任者となる職種が存

在している。 

 米国フロリダにおけるプロジェクトであ

るThe SUID Tissue ProjectではSUID の研

究を推進するために行われている。米国

SIDS instituteとフロリダ州のMedical 

Examiner事務所とが共同で行っているもの

は、3つの大きな部分で構成されている。研

究のための組織の提供のための同意取得、

通常の解剖検査に基づいた組織の採取、

NICHD組織バンクでの組織の保存である。 

 このプロジェクトでは、 

・ SUIDのケースと同様に1歳未満の死亡症

例の組織も対照のケースとして提供を

受けている 

・ 組織は定められた方法でNICHD Brain 

and Tissue Bankに輸送し保存される。

状況調査は解剖検査の結果もデータベ

ース化される。 

・ Medical officer事務所を日常的に訪れ、

ケースがあれば、研究用の組織提供につ

いて家族に説明し、NICHD Bankが同意取

得にうかがう 

などが行われている。 

 米国では、組織の設立とともにMedical 

officer事務所を日常的に訪れるなど、たえ

ず死亡ケースの症例の家族への組織提供を

依頼するという積極的な活動が行われてい

る。 

我が国ではこのような組織、制度は現存し

ていないが、こどもの死因究明の必要性は

認識され、子どもの死因究明のための活動

が行われてきた。 

 わが国の動きとしては、２０１８年１２

月に「成育過程にある者及びその保護者並

びに妊産婦に必要な成育医療等を切れ目な

く提供するための施策の総合的な推進に関
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する法律」（成育基本法）が成立し、その柱

のひとつとして、子どもの死因を検証する

体制づくりが取上げられた。死因究明のた

めのチャイルドデスレビュー（ＣＤＲ）で

ある。ＣＤＲは、子どもが死亡したとき、す

べてを把握し、その死が予防できたのでは

ないかという観点から多機関多職種の専門

家が検証し、同じような死を可能な限り減

らそうとする活動である。２０１９年（平

成３１年）２月にはチャイルドデスレビュ

ーの国際シンポジウムが開催され（東海大

学 高輪キャンパス）、米国、英国、台湾か

らの専門家を招かれ各国の状況および意見

交換がなされた。剖検後の組織検体の扱い

あるいは病態解明への組織の利用について

は、その際収集した情報では、イギリスで

は基本的に組織検体の保存については、両

親が決定する。今後の研究について組織検

体の保管についての説明はおこなわれるが、

同意が得られなければ廃棄されているとの

ことであった。 

 成育基本法の成立によりＣＤＲの実施が

定められ、乳幼児突然死症候群においても

その原因ならびに研究への期待が高まった。 

 

D.考察 

 原因不明の早期新生児死亡２２剖検例の

検討において、大阪での新生児診療相互援

助システム(NMCS)での、１９８０年～２０

０４年までの２５年間の死亡例にみられた

疾患名は多い順に未熟児、仮死・分娩外傷、

新生児呼吸窮迫症候群(RDS)、急性肺疾患

(胎便吸引症候群、新生児遷延性肺高血圧症、

気胸、肺出血、先天肺炎等を含む)、脳室内

出血、先天奇形、先天性心疾患、消化器異

常(壊死性腸炎、消化管穿孔、消化管出血等

を含む)、感染症(髄膜炎、敗血症、周産期

感染症等を含む)、染色体異常、動脈管開存

症(PDA)、腎不全、慢性肺疾患(CLD)、播種

性血管内凝固(DIC)、多胎、高カリウム血症、

胎児水腫であった。母集団や統計の規模、

疾患の分類などに相違があり単純に比較で

きないが、呼吸器疾患が多く、ついで先天

性心疾患、消化器疾患と続く傾向は今回の

検討例と類似していると考えられた。また、

Beebe 等 2)によると、生後 5日まで元気で、

それ以後に突然死した症例は先天性心疾患、

感染症、SIDS が挙げられている。今回検討

の症例では 2 例とも肺出血であるが、突然

死の原因になりうる 3)。肺出血は動脈管開

存がリスクファクターと認識されてはいる

4)が、原因については特定されていない 3)。 

 乳幼児突然死症候群(SIDS)診断の手引き

1)によると、SIDS は解剖診断が原則で、病

歴・死亡状況調査とともに必須とされて、

海外でも重要性が認識されている 5)。しか

し乳児の剖検率は５７〜６７％6),7)との報

告であり、大阪母子医療センターでの剖検

率は同期間で２３％であり決して高くはな

い。剖検によって全ての症例に対して診断

が可能であるというわけではない 8)が、臨

床的に SIDS と考えても、解剖によって死因

が判明することが稀にある 9)。また剖検を

行うことで、臨床上わからなかった、診断

確定や遺伝カウンセリングにつながる所見

や情報が約４０％の症例で得られるという
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意見もある 10)。今回の検討でも剖検を行う

ことで、全症例で死因につながる病態が明

らかになり、約半数の症例でそれらの原因

を解明することができた。逆に剖検をしな

かった場合、特に突然死の症例については、

乳幼児突然死の分類指標でⅡ.既知の疾患

による病死ではなく、Ⅳb.分類不能の乳幼

児突然死とされ、正確な死因・病態把握が

なされなかった可能性が高い。また、乳幼

児突然死症候群(SIDS)診断の手引き 1)にも、

突然死の原因になる先天性代謝異常や感染

の有無の確認のため、血液や尿、凍結組織

などの採取が有用であると記載されており、

今回の検討でも表に挙げた補助検査が診断

に有用であった。さらに CPC など通して臨

床医との詳細な検討が診断率の向上に寄与

したと考える。乳児突然死症候群の診断に

おいては、解剖による病理所見は必須とさ

れている。解剖組織を一部保管し、新しい

知見が発見された際に再検査をおこなうこ

とは、より正確な診断にたどりつくことが

でき、またその解剖組織の詳細な検討によ

り乳幼児突然死症候群の病因そのものにつ

いても新しい知見が得られる可能性がある。

しかし死亡状況や近親者の心情から、簡単

に解剖の承諾をとることはできないのも事

実である。成人でさえ死因究明は大きな課

題であり、新法解剖といった法的な枠組み

が変わっても依然として困難な状況である。

乳幼児の場合は、倫理的な側面も、より考

慮しつつ、乳児突然死の解剖を可能にする

制度を模索していかなければならない。死

因究明の必要性についての国民の認識向上、

そしてまた解剖に対する医療従事者の意識

改革も必要であり、特に子どもにおいて、

成育基本法の成立により死亡登録・検証制

度を法的に位置づける対策が始まり、チャ

イルドデスレビューも法制化の一環として

乳児の突然死例の解剖制度を組み入れられ

る事が大きく期待できるのでないかと考え

る。しかし乳児の突然死例の解剖との関連

性においては、一般にチャイルドデスレビ

ューは子どもの死亡例をまずすべて登録し、

その後振り返って検証し、予防できる死亡

を考えるということが目的であり、子ども

の死亡時点からみると、時間経過という点

からは、じっくり後から予防可能な死であ

ったかどうかを検証するということである

と思う。しかし乳児突然死の場合はその診

断に剖検が必須とされており、死亡から死

因の検証のための剖検までには時間が重要

であり、かつそこに遺族の心情を配慮した

倫理的な部分が大きく関わってくる。乳児

の突然死例を解剖できる制度として、チャ

イルドデスレビューの一環としてその死亡

は必ず検証されるべきであると思うが、“時

間”という観点から、また解剖がなくても

チャイルドデスレビューは行われるべきで

あり、チャイルドデスレビューのシステム

が浸透すれば解剖率があがるといった直接

的な関係は得られないかもしれない。更な

る深い議論が必要であると思う。 

 また、子どもを突然に亡くした場合は、

子どもの成長発達の時間を共有した家族に

とってはいたたまれないものであり、その

ような状況で解剖についての承諾を得るこ
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とには、困難をともなう。解剖という死因

究明のための行為のみならず、子どもを失

った家族への精神的な面への配慮と支援も

子どもの死亡に対すると同じように、それ

異常に最大限の配慮をしなければならない. 

 

E.結論 

 原因不明の早期新生児死亡でも、剖検を

することにより、全症例で死因につながる

病変が明らかになり、約半数の症例でそれ

らの原因および背景疾患を解明することが

できた。また補助検査が診断の一助となっ

た。臨床情報と剖検診断を詳細に検討する

ことが病態解明に有用で、乳児突然死症例

にも応用できると考える。 

 乳幼児の突然死例は、虐待死の関連から

も、死因は究明されなければならない。乳

児突然死症候群の診断においては、解剖に

よる病理所見は必須とされているが、現在

では虐待による犯罪性を問題にされること

が多く、虐待による死亡の可能性が低くと

も司法解剖として扱われることが増加して

いる。乳幼児突然死症候群の剖検組織を保

管し、新しい知見が発見された際に死因究

明のための再検査をおこなうことは、乳幼

児突然死症候群そのものについても新しい

知見が得られる可能性があり、病態解明の

ためには必要であると考えられる。しかし

虐待死との関連から司法解剖が増えつつあ

る現状、また突然死の場合は死亡状況や近

親者の心情から、簡単に承諾をとることに

困難をともなうのも事実である。倫理的な

側面も考慮しつつ、内外問わず幅広く情報

収集することにより乳児の突然死例を解剖

できる制度について考察した。成人でさえ

死因究明は大きな課題であることが判明し、

新法解剖といった法的な枠組みが変わって

も困難な状況である。海外とは検死の制度

等異なるが、我が国でも死因究明の重要性

からも、また子どもの予防できる死を減ら

す目的から、成育基本法に基づくチャイル

ドデスレビューの活動の一環として乳児の

突然死例の解剖制度が組み入れられること

を期待したい。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

なし 

 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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